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福井市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年

法律第１１７号）第８条第１項の規定に基づき、福井市新学校給食センター整備運営事業を

実施する民間事業者を選定したので、同法第１１条第１項の規定により、民間事業者の選定

にあたっての客観的評価の結果を公表する。 

 

 

令和３年１１月８日 

 

 

福井市長 東村 新一 
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１ 事業概要 
 

（１）事業名 

福井市新学校給食センター整備運営事業 

（２）公共施設の管理者 

福井市長 東村 新一 

（３）事業の目的 

福井市（以下「市」という。）では「福井市新学校給食センター等整備基本計画」（以

下「基本計画」という。）に基づき、給食センター方式による学校給食を実施することと

した。 

本事業は、本給食センターの整備・運営について、「民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）

に基づき実施するものであり、民間の技術力、経営能力及び資金を活用し、献立作成や食

材調達を行う市と連携することで、より良質で効果的な学校給食の提供を行うことを目的

とする。 

（４）基本的な考え方、方針 

ア 基本的な考え方 

 

イ 基本的な方針 

（ア）安全・安心でおいしい給食の提供 

・学校給食衛生管理基準に基づいたドライシステムの導入、衛生区分の明確化 

・調理場内への空調設備の整備 

・安全でおいしい給食の提供 

・食物アレルギーに対応できる専用室の整備 

（イ）食育の推進 

・栄養教諭等による各学校での食育 

・地場産農産物等の積極的な活用 

・子どもたちや保護者による施設見学や料理教室、試食会等が開催できる施設整備 

（ウ）経済性・効率性に配慮した学校給食運営の推進 

・必要機能(安全安心な給食提供・食育)を確保した上での施設運営費の縮減 

・省エネ機器等の導入による環境負荷の軽減 

・調理員の作業動線の一方方向化による作業効率等の向上 
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（エ）切れ目のない学校給食の提供 

・建設期間中を含めた給食提供の継続性の確保 

（オ）大規模災害時への対応 

・災害時の炊き出し等、災害対応可能な機能の整備 

・食糧備蓄機能の確保 

・教職員の負担軽減や不安解消を図るための取り組みを進める。 

 

（５）事業の内容 

ア 施設概要 

（ア）事業用地   福井市下莇生田町地係 

（イ）敷地面積   約１３,０００㎡ 

（ウ）供給能力   １日当たり１３,０００食 

（エ）対象学校   小学校３０校、中学校１５校、幼稚園２校 

イ 事業方式 

本事業は、ＰＦＩ法に基づき、市と事業契約を締結した事業者が市所有の土地に自ら

が当該施設を設計・建設し、施設の所有権を市に移管した後、その施設の維持管理及び

運営等を行うＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式とする。 

ウ 事業期間 

事業期間は、次のとおりとする。 

（ア）設計・建設期間     ２年３ヶ月（開業準備期間を含む） 

（イ）維持管理・運営期間  １５年 

なお、事業終了後の施設の維持管理及び運営に関しては、必要に応じて事業者の意見

を参考に、市が事業期間内に決定する。 

エ 業務内容 

事業者が実施する業務は、次のとおりとする。 

（ア）設計業務 

ａ 事前調査業務 

ｂ 建築本体（建築物・建築附帯設備等）に係る設計業務 

ｃ 建築・厨房設備に係る設計業務 

ｄ 交付金申請等支援 

（イ）工事監理業務 

（ウ）建設業務 

ａ 建設工事業務 

ｂ 厨房設備調達・搬入設置業務 

（エ）各種備品等調達業務 

ａ コンテナ・食器食缶等調達業務 

ｂ 施設備品等調達業務 

（オ）開業準備及び引渡し業務 
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（カ）維持管理業務 

ａ 建築物維持管理業務 

ｂ 建築設備維持管理業務 

ｃ 附帯施設維持管理業務 

ｄ 厨房設備維持管理業務 

ｅ コンテナ・食器食缶等維持管理業務 

ｆ 施設備品等維持管理業務 

ｇ 清掃業務 

ｈ 警備業務 

（キ）運営業務 

ａ 食材検収補助・保管業務 

ｂ 給食調理業務 

ｃ 洗浄業務 

ｄ 配送及び回収業務 

ｅ 廃棄物等処理業務 

ｆ 献立作成支援業務 

ｇ 食育支援業務 

ｈ 広報支援業務 

ｉ その他運営業務に関する特記事項 

※ａ～ｅの各業務に付随する日常の衛生管理を含む 

 

（参考）市が実施する業務は、次のとおりとする。 

（ア）開業準備業務 

ａ 提出書類・進捗状況等の確認等 

ｂ 配膳室整備業務 

（イ）維持管理業務 

ａ 配膳室維持管理業務 

（ウ）運営業務 

ａ 献立作成・栄養管理業務 

ｂ 食材調達業務 

ｃ 食材検収業務 

ｄ 調理指示業務 

ｅ 配膳業務 

ｆ 検食業務 

ｇ 食数調整業務 

ｈ 食育業務 

ｉ 広報業務（見学者対応含む） 

ｊ 給食費徴収業務 
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２ 落札者決定までの経緯 

 

落札者決定までの経緯は、次のとおりである。 

 

 

日程 内容 

令和２年１１月１２日（木） 第１回福井市新学校給食センターＰＦＩ等選定委員会 

令和２年１１月２０日（金） ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通しの公表 

令和２年１１月２７日（金） 実施方針及び要求水準書（案）の公表 

令和２年１２月１７日（木） 実施方針等に関する質問・意見の受付締切 

令和３年 １月２８日（木） 実施方針等に関する質問・意見に対する回答の公表 

令和３年 ２月 ４日（木） 第２回福井市新学校給食センターＰＦＩ等選定委員会 

令和３年 ３月２５日（木） 特定事業の選定及び公表 

令和３年 ４月１５日（木） 入札公告及び入札説明書等の交付 

令和３年 ４月２３日（金） 入札説明書等に関する説明会 

令和３年 ５月１０日（月） 
～ 

令和３年 ５月１２日（水） 
入札説明書等に関する第１回質問の受付 

令和３年 ５月２８日（金） 入札説明書等に関する第１回質問に対する回答の公表 

令和３年 ６月１６日（水） 
～ 

令和３年 ６月１８日（金） 
入札参加表明書、参加資格審査申請書類の受付 

令和３年 ７月 １日（木） 参加資格審査結果の通知 

令和３年 ７月１２日（月） 
～ 

令和３年 ７月１４日（水） 
入札説明書等に関する第２回質問の受付 

令和３年 ８月 ６日（金） 入札説明書等に関する第２回質問に対する回答の公表 

令和３年 ８月２３日（月） 入札提案書類の受付、入札及び開札 

令和３年 ９月１３日（月） 提案書類に関する確認事項の送付 

令和３年 ９月２１日（火） 提案書類に関する確認事項に対する回答 

令和３年 ９月２７日（月） 第３回福井市新学校給食センターＰＦＩ等選定委員会 

令和３年１０月 ３日（日） 
第４回福井市新学校給食センターＰＦＩ等選定委員会 
（ヒアリングの実施及び最優秀提案者の選定） 

令和３年１０月 ５日（火） 落札者の決定及び公表 
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３ 落札者の決定 

 

ＰＦＩ法に基づき進めている福井市新学校給食センター整備運営事業について、令和３

年４月１５日に入札公告（総合評価一般競争入札）を行い、３グループから提案書類の提

出があり、福井市新学校給食センターＰＦＩ等選定委員会の審査の結果、最優秀提案者が

選定された（別紙「福井市新学校給食センター整備運営事業 審査講評」参照）。 

市は、本選定委員会からの審査結果を踏まえ、落札者を決定した。 

 

＜落札者＞ 

ジーエスエフグループ 

代表企業 株式会社ジーエスエフ 運営企業 

構成企業 株式会社梓設計 中部支社 設計、工事監理企業 

構成企業 有限会社藤田建築設計事務所 設計、工事監理企業 

構成企業 株式会社熊谷組 福井営業所 建設企業 

構成企業 坂川建設株式会社 建設企業 

構成企業 株式会社アイホー 名古屋支店 厨房設備企業 

構成企業 畑中厨房株式会社 厨房設備企業 

構成企業 株式会社合人社計画研究所 維持管理企業 

協力企業 株式会社法美社 維持管理企業 

協力企業 株式会社キョーフク その他企業 

 

 

 

４ 落札金額 

 

落札者として決定したジーエスエフグループの入札金額は、次のとおりである。 

 

１４,１３８,６７０,２１１円（消費税及び地方消費税の額を含む） 
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５ 財政負担額の削減効果 

 

選定された最優秀提案に基づいて、市自らが実施する場合及びＰＦＩ事業として実施す

る場合の市の財政負担見込額を、事業期間中にわたり年度別に算出し、現在価値換算額で

比較した結果は次のとおりである。 

本事業は、ＰＦＩ事業として実施することにより、市自らが実施する場合と比較して、

事業期間全体を通じた市の財政負担額を、現在価値換算で約１４.７１％縮減できる見込

みである。 

 

 

項目 市自らが実施する場合 ＰＦＩ事業として実施する場合 縮減値 

財政負担見込額 
（現在価値ベース） 

１５,５０７,８９８千円 １３,２２６,２６１千円 ２,２８１,６３７千円 

指数 
（ＶＦＭ） 

１００.００％ ８５.２９％ １４.７１％ 

 

※市自らが実施する場合の財政負担見込額は、令和３年３月２５日付で公表した特定事業の選定に

おける前提条件をもとに、資金調達の補正を行ったうえで算定している。 

※ＰＦＩ事業として実施する場合の財政負担見込額は、落札者の入札金額をもとに算定している。 

※現在価値換算にあたっては、割引率を０.４％（平成２２年度から令和元年度の間の１０年国債

利回りの平均値）とし、物価上昇は見込んでいない。 

 

 

 

以上 


